
このフローチャートは厚⽣労働科学特別研究事業「厚⽣労働分野のオープンサイエンス推進に向けたデータポリシー策定に資する研究」の助成のも
と、andsの”Publishing and sharing sensitive data”をもとに翻訳・再構成したものです。 https://www.ands.org.au/guides/sensitivedata

機微なデータを保有しているか？ NO

Yes

新規にデータを収集する場合は、倫理理委員
会に申請する際に、データ公開・共有を想定
して研究計画を⽴ててください。

データは以前に貴⽅によって収集
されたものですか？

他者によって収集されたデータを使⽤している
ならば、そのデータについて引⽤してください。

公開する権利を保有しています
か？

メタデータ内に個⼈を識別できるような情報
がなければ、メタデータのみの公開を検討し
てください。

データを機微ではないものに加⼯
出来ますか？

研究の参加者（被験者）はデータ
共有について同意していますか？

データ公開は倫理委員会で承認さ
れていますか？

データに再利⽤と権利帰属につい
てライセンスを付与しましたか？

メタデータとともにデータを公開
することが出来ますか？

このフローチャートをクリアできる状況であ
れば、資料を作成し倫理委員会でデータ公開
に関する追加の審査を受けて下さい。この⼿
間が発⽣しないように、当初の研究計画段階
からデータ公開についても記述して下さい。

積極的に利⽤していただけるようにFAIR原則に
準拠したライセンス形態を検討して下さい。

メタデータはデータの発⾒や再利⽤性を⾼めま
すし、結果としてデータの引⽤数増加につなが
る可能性があります。メタデータの作成を検討

して下さい。

留意してください：
・被験者の同意、倫理委員会の承認、ライセンスの付与の上でデータとメタ
データを公開してください。

・秘密の機微なデータについては、メタデータのみ公開し、データそのものへ
のアクセスは条件を課するということが適切な場合があります。

・学術的発表とともに貴⽅のデータを引⽤してください。そうすれば論⽂の読
者が貴⽅のデータを再利⽤しやすくなります。
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※「匿名加⼯情報（⾮識別加⼯情報）」は公
開可能ですが、「匿名化された情報」は機微
なものとして扱わなければならない可能性が
あります。各研究倫理指針における定義を確
認してください。

このような事態にならないよう、研究計画時
点でデータ公開に関する事項についても同意
を取るようにしてください。
ただし、個⼈情報保護法における第三者提供
の条件を満たしている場合（匿名加⼯や集計
により個⼈の識別特定が出来ないことが担保
されている）、被験者の同意はなくても第三
者提供・公開はできます。Yesと⾒做して進ん
でください。

機微なデータの発表と共有にむけての判断フローチャート
（国内制度対応版）
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